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午後１時00分開会

○小田部照委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。

今回の委員会では、所管事務調査について協議い

たします。

それでは油流出事故の状況について説明を求めま

す。

○近藤賢生活環境課長 資料１号、油流出事故につ

いてを御覧願います。

（１）事故の発生場所でございますが、呼人23番

地の３、ブリーズベイホテル株式会社網走観光ホテ

ルです。

（２）事故の状況です。

燃料供給施設が破損したことにより、推定8,000

リットルの重油が流出し事業者の敷地内に地下浸透

した状況でございます。

（３）の事故後の経過でございますが、令和４年

３月23日、12時55分、北見市経由で情報提供がござ

いまして事実関係の確認連絡がございました。

その後、午後から生活環境課におきまして観光ホ

テルへの聞き取り、現地調査を実施し、重油の漏え

いを把握しました。

屋根からの落雪が原因で、露出している配管に亀

裂が入り重油が漏えいしていることを確認しまし

た。

その後、関係機関に連絡ということで水産漁港課

から漁業関係者への連絡を依頼、また、オホーツク

総合振興局環境生活課、網走消防本部、河川が近い

ことから北見河川事務所へ連絡しました。

その後、網走消防本部と現地を確認しておりま

す。

翌日の３月24日ですが、振興局、消防、市の関係

部署で現地確認、そして指導を実施しております。

その際、振興局より水質汚濁防止法の規定に基づ

く事故報告書を北海道のほうへ提出することについ

て、事業者に対して指導をしております。

３月31日に、事業者より北海道へ事故報告書１回

目の提出がありました。

その後、４月に入りまして、４月５日午前中です

が、このホテルの現場において事業者が市内漁業関

係者への説明を実施しております。

参集された方は記載のとおりです。

令和４年 網走市議会
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その後、振興局において、漁業被害の懸念から早

急な対応を取られるよう早い行政指導を要望したと

ころでございます。

４月15日になりまして、15日と16日ですが、事業

者が汚染土壌入替えに係る試掘（ボーリング調査）

を実施しております。

その際、重油漏えい地点以外には重油は確認され

なかった結果となっております。

６月７日でございますが、市の水産漁港課が事業

者より今後の対応方針の説明を受けております。

事業者側の説明としましては、ボーリング調査結

果より、漏えい箇所直下のみ油を確認したことから

他へ流出していないと判断している。

定期的なモニタリング調査を検討しており、油汚

染が懸念される機械室下の土壌、この施設の下に油

が潜り込んでいて土の入替えは難しいという説明を

受けています。

また、その際、事業者側から機械室取り壊し費用

が相当かかると想定していて、また、営業の中止も

要するという説明をされております。

７月１日ですが、網走漁業協同組合において意見

交換を実施しております。

出席者ですが、振興局、網走漁組、西網走漁組、

さけます増殖事業協会、北海道ぎょれん環境対策本

部、そして合同定置、市のほうは水産漁港課と生活

環境課が出席をしております。

振興局のほうからの説明としまして、事業者側は

油汚染土壌を除去しない方針を示していると。

観測井戸を設置し、経過観察をする方針であると

いう説明がありました。

また、北海道のほうから環境省に確認したことで

すが、水質汚濁防止法に基づいて、公共水域へ油の

流出がないため強制力のある命令はできないという

ことを国のほうに確認をしたという説明がありまし

た。

そして、７月上旬に文書指導を行うということ

で、振興局長のほうから説明がございました。

そして、７月７日、振興局より当該事故に関する

文書指導を実施しております。

事故報告書の再度提出を指導したところです。

７月15日になりまして、北海道新聞の朝刊に当該

事故の内容の記事が掲載されております。

その後、７月20日に事業者から北海道へ水質汚濁

防止法に基づく事故報告書２回目の提出がありまし

た。

（４）の市としての対応ですが、現在、水質汚濁

防止法に基づき北海道が対応しているところでござ

いますが、市としましては、現地周辺のパトロール

を定期的に実施し、異常がある場合は関係機関への

連絡などの対応を取れるようにしてまいります。

また、事業者に対しましては、関係機関と連携し

て早急の原状回復を求めていくこととしておりま

す。

以上でございます。

○小田部照委員長 それでは次に、懸念される水産

資源などへの影響、対応の状況について説明を求め

ます。

○渡部貴聴水産漁港課長 今回の、網走観光ホテル

におきます、重油流出事故における水産資源の影響

と対応の状況についてですが、生活環境課からの説

明のとおり、現状では漁場への重油の流出は確認さ

れておらず、水産資源に対して直接的な被害は確認

されておりません。

しかしながら、今回漏えいが発生した場所は、シ

ジミ、ワカサギ、シラウオの重要な漁場となってお

ります網走湖まで300メートルと近く、また、油流

出場所から約100メートルの場所には、サケ・マス

ふ化場もあり、サケ、マスの親魚捕獲や稚魚放流に

も利用されているなど、地域はもとより北海道を代

表する重要な漁場の近くで発生した事故となってご

ざいます。

本件につきましては、水質汚濁防止法に基づき、

北海道が対応を行うべき案件ではございますが、水

産漁港課としましては、事故発生当初より漁業者の

不安や漁業被害回避に向け関係機関と連携し、現地

確認や漁業関係者への情報提供、連絡調整を行って

きております。

しかしながら、現状では漏えいした重油の除去は

行われていないことから、いつ漁場に重油が流出す

るかもわからない状況であり、漁業関係者からは依

然不安の声が上げられております。

網走湖、網走川は当市水産業のみならず、北海道

の漁業生産を支えております重要な漁場となってい

ることから、今後も北海道をはじめとしました各関

係機関と事態改善に向けて努力してまいりたいとい

うふうに考えております。

以上です。

○小田部照委員長 ただいまの説明で質疑に入りた

いと思いますが、各委員いかがでしょうか。

○永本浩子委員 私もこの報道を見たときに、びっ
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くりしたのですけれども、まずは、この重油漏れが

あったときに匿名で北見市のほうに通報が行って、

それから網走市が動いて判明したということで、本

来でしたら重油漏れがわかった時点でホテルがきち

んと関係機関に報告しなければいけないことだと思

いますけれども、その辺に関して市はどのようにお

考えですか。

○近藤賢生活環境課長 こういった油流出事故の関

係でございますが、今回は、この事業場における施

設、貯油事業場という分類になりますが、この場合

は水質汚濁防止法に基づいて事業者が速やかに、網

走であればオホーツク総合振興局に届け出ることが

必要となっております。

○永本浩子委員 それは実際には、届出がなかった

ということで、どういう経緯で北見市に通報が入っ

たのかはわからないのですけれども、北見市に通報

が入った理由というのは、網走市としては押さえて

いらっしゃるのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 北見市の職員の方から連絡

がありまして、北見市からあった理由というのは私

どもも全くわからないのですが、たまたま、今、新

しい電話であれば連絡先がわかるということで、事

情を聞いた上で観光ホテルのほうに調査に伺ったと

いう流れになっております。

○永本浩子委員 観光ホテルとしては、報道により

ますと重油取扱いの責任者の方が点数を減点、責任

を問われて減点されたと載っていましたけれども、

やっぱり、まずは、ホテル側がすぐに通報しなかっ

たというその姿勢に対して、網走市としてはしっか

りと厳重な抗議をしていただきたいと思いますけれ

ども、そういったことはされたのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 ３月23日の立ち会いの調査

をしたときにですね、網走市、そして消防のほうか

ら通報が遅いという旨は指導をしております。

○永本浩子委員 わかりました。

そしてまた、今回漏れたのが8,000リットルとい

うことで報告があるのですけれども、この8,000リ

ットルの根拠になっているのは、どういったところ

から8,000リットルとなるのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 こちらの事業場の調査をし

た際に、関係者から話を伺ったところ１万リットル

のタンクがあると。

そこで、さらにまた給油が必要になっているとい

う状況から、おおむね8,000リットルが無くなって

いるというふうに推定しているというお話を伺って

おります。

○永本浩子委員 １万リットルのタンクに、大体

8,000リットルを給油した段階で満タンになったと

いうことから、8,000リットルが出ているというこ

とでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 その前に満タンに給油をし

て、そのタンクの残量を示す、大体、おおむね中が

わかるようなメーターみたいなものがございまし

て、その段階で8,000リットルがなくなっている

と、特にまた、ホテルもこの時期休館中だったので

減る状況にはないということで、8,000リットルと

いう形で把握をしたという報告を受けております。

○永本浩子委員 8,000リットルに関しては、了解

いたしました。

そして、ホテル側の調査によりますと、現段階で

は、重油が流出する可能性は低いという答えが出て

いるようなのですけれども、この信憑性はどうなの

でしょうか。

○近藤賢生活環境課長 私どもとしても、恐らくこ

の建物の下側に油が染みていると考えていますの

で、現状として流出はしていないですが、先ほども

説明がありましたように、流出する可能性があると

いう不安を抱かざるを得ないと考えています。

○永本浩子委員 そこだと思うのですよね。

漁業者の方も、一般市民の方も、やっぱりボイラ

ー室の下が全く手がついていない状況で、23トン汚

染土を除去したとは書いてありますけれども、一番

肝心なところに手がついていない状態で、そのほか

に流出する可能性が低いと言われても、じゃあ万が

一、白羽川とか、そこに続く網走湖、そしてまた、

サケ・マスふ化場のところに重油が万が一入ってし

まったら、もう誰も止められないと思うのですよ

ね。

そうしたときに、本当に取り返しのつかない事態

になってしまうというところが一番不安材料だし、

また、地下水とかに入り込んでしまったりとか、そ

うしたことも経過観察とは言っても、どこまできち

んとそれが把握できるのか、そして、把握したとし

て、その時点でどういった手が打てるのかと考える

と、今の段階できちんとそこを、やっぱり汚染土は

全撤去が基本ということだと思いますので、そこは

やっぱりしっかりと市としても道やホテル側にも言

っていっていただかないといけないのではないかな

と思いますが、その点はいかがですか。

○近藤賢生活環境課長 先日、７月20日に２回目の
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事故報告書を出されているということですが、ちょ

っとその中身については、私ども中を見ることがで

きてはいないのですが、振興局、またホテル側に対

しても、現状回復するようには求めていくことが必

要と考えております。

○永本浩子委員 ２回目の報告書をちょっと見せて

いただいたのですけれども、ホテル側としては、機

械室下にも流出があるけれども不浸透層との間に重

油は留まっており、現状流出の可能性は低いという

ふうに書かれてあります。

ということで、本当にどこまで信憑性があるのか

なという、最初からこういう、低いという認識で動

かれたのでは、万が一のときに責任を取りようがな

いんじゃないかと思ってしまうのですが、いかがで

しょう。

○近藤賢生活環境課長 この水質汚濁防止法に関す

る指導については、北海道のほうに権限があります

ので、私どもとしては、早急な対応を北海道のほう

に求めていくことが必要と考えています。

○永本浩子委員 確かに権限は北海道なのですけれ

ども、やっぱり網走市の受け止めとしてサケ、マス

のふ化事業、稚魚の放流が万が一できなくなったり

してしまったり、また、網走湖のシジミ、ワカサ

ギ、シラウオ、これが今でも様々な、シジミの産卵

がなかなかないとか、ワカサギもなかなか難しい部

分があったりという、そういった現実を抱えている

わけですから、それがさらに破壊されるようなこと

になったら、網走市の基幹産業として大変大きなダ

メージを受けるわけですよね。

そういう、自治体側として、やはり道やホテルに

対しても、権限はないのかもしれないですけれども

しっかりやっていただきたい、どうなっているので

しょうか、今後どういうふうにしたら一番いいので

しょうかということも、やっぱりこっちがしっかり

と思いを持って言っていかないと、何となくこのま

ま時間を稼がれて、なし崩し的に終わらされてしま

って、何年かたってから重油の流出が見られて大変

なことになることも十分考えられるのではないかと

思うのですけれども、その辺、市としてもしっかり

対応していただきたいと思いますが、いかがです

か。

○近藤賢生活環境課長 網走市としましても、関係

機関と連携して早急の現状回復、事業者、北海道の

ほうへ求めていくことは続けていくことが必要と考

えています。

○永本浩子委員 ぜひ、それはお願いをしたいと思

います。

現状回復ということは、汚染土を全部撤去すると

いうことだと思いますので。

そしてまた、この観光ホテルですけれども、本社

が横浜ですよね。

横浜のブリーズベイホテルということで、横浜に

本社のある、本社の方々って、呼人のふ化場とか、

それがどういう役割を持っていて、そこでふ化事業

を行う理由とか、育てたこの稚魚が将来の漁業資源

になって、最終的にはどれくらいの水揚げになる、

どれくらいの金額になるっていうことをわからない

のではないかという懸念があるのですけれども、こ

ういったこともしっかりと、本社のほうにも網走市

として伝えていくことが必要なのではないかと思い

ますけれども、この点はいかがでしょう。

○渡部貴聴水産漁港課長 今お話のありました地域

の水産業に対して、ブリーズベイホテル様のほうに

もお伝えしたほうがいいというお話なのですけれど

も、漁業関係者からも同様の意見が出ております。

本件についてはですね、先ほど生活環境課からも

お話がありましたように、一義的には北海道が行政

指導を今担っている状況ですので、北海道等とも協

議を行いながら、漁業者とですね、今後の対策につ

いては今検討している状況になってございます。

○永本浩子委員 ぜひこういった状況、本州の方は

多分、感覚的にわからないと思うのですよね。

漁業の、網走市のサケ、マスまたシジミ、ワカサ

ギ、シラウオって金額的にもかなり大きなものがあ

りますので、そういったところ、きちんとやはり伝

えていかないと、事の重大さっていうのが伝わって

いないのかなって思う部分がありますので、その辺

のところをしっかり対応していただきたいと思うの

ですが、どうでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘のありましたよ

うに網走湖の漁業につきましては、先ほど私のほう

からも御説明差し上げましたけれども、サケ、マス

については網走だけではなくてですね、現状、非常

に漁獲量が減っている中で、全道の資源を支えてい

るようなですね、いわゆる種川として位置づけられ

ております。

シジミ、ワカサギ、シラウオにつきましても北海

道の中ではですね、第１位の水揚げを誇っており全

国的にもですね、非常に貴重な内水面漁業、それか

らサケ、マスのふ化放流事業がされている河川とな
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っておりますので、その辺りにつきましてもです

ね、今後、関係機関と協議を行いながら相手先にで

すね、きちんと伝えていくようなことについて検討

していきたいというふうに考えております。

○永本浩子委員 ぜひ、ホテル側としても、こうい

った事故が起きたときの対応がきちんとできていな

いということは、多分、風評被害というかホテルの

評判、評価そのものが落ちていく原因にもなるかと

思いますので、そういったところもきちんと言って

いただきたいと思います。

そして、水質汚濁防止法では、人の健康に関わる

被害が生ずる恐れがあると認められた時は、環境省

令で期限を決めて、地下水の浄化のための措置を命

ずることができるとありますけれども、この環境省

としては、対応はどのようなことになっているので

しょうか。

○近藤賢生活環境課長 先ほどの、７月１日の部分

で説明したところがありますが、北海道の総合振興

局と北海道のほうから環境省のほうへ水質汚濁防止

法の現状として、公共水域へ流出していない状況で

あるものの関係で問い合わせをしたところ、流出し

ている状況であれば、そこは強制的な命令ができる

ということですが、現状として流出していない状況

から、強制力のある命令はできない、難しいという

ことで、国から確認をしたということを、説明をい

ただいております。

○永本浩子委員 今現在は、もちろん流出はしてい

ないわけなのですけれども、流出する恐れがあると

いうことでも、健康被害が出る恐れがあるというこ

とでも命令ができるということと、今回のホテルが

建っているところは高台ですよね。

そして、水でも何でもそうですけれども、高いほ

うから低いほうへ下りていくのが自然の摂理で、白

羽川があり、ふ化場があり、網走湖があるというこ

とで、本当にこういったところが近くにないのであ

れば、まだ、法律はそのままの取扱いでいいかもし

れないのですけれども、今回のこの立地条件が本当

に水産関係、そしてまた健康被害にも結びつく可能

性が高いっていうことを、やはり市としてもぜひ強

調して訴えていっていただきたいと思っておりま

す。

そして、この水質汚濁防止法に関しては道の方の

管轄になるのかもしれませんが、消防法に関しては

市の管轄だと思います。

消防に関しては、市はどのような動きをしていら

っしゃるのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 今回、消防のほうにも、一

番最初の３月23日のときの油漏れがあったときは、

消防にはまず、最初連絡するところですが、消防の

ほうとしては、少量危険物保管場所の取扱いの指導

をしているところでありますので、消防について

は、消防のほうの条例に基づいて指導をされている

と。

そこは、現在、そのタンクから漏れているわけで

はないので、あとは漏れてしまった油を何とか早急

に回収していただくということを我々としても、事

業者のほうに求めていく必要があると考えておりま

す。

○永本浩子委員 ぜひ消防法に関しては、危険物の

流出事故が発生したときには、人的健康被害の発生

の恐れがなくても、市町村長が応急の措置を講ずる

べきと、命じることができるとなっておりますの

で、しっかりと消防と連携をさせながら、適切な措

置を取れるように推進していっていただきたいと思

います。

そして、今後の対応なのですけれども、先ほど、

パトロールをして何かあったら対応するというよう

な書き方でしたけれども、パトロールというのはど

ういうパトロールなのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 私どもとしては、公害の恐

れのあるようなところは定期的に川を目視して見て

回ることが必要と考えておりますし、また、隣にふ

化場もありますので、そういったところと連携して

漏れることがあれば、それは早急に対応できるよう

にしていきたいとは思いますが、まずは、いずれに

しても、現状回復のほうを事業者と北海道のほうに

求めていくことが必要と考えております。

○永本浩子委員 どう考えても、パトロールして目

視で重油が流れ込んでいるということが確認ができ

た時点では、もう時既に遅しで、確認できても打つ

手が多分ないと思うのですね。

なので、今回の事案に関しては、汚染土全撤去と

いうところを最大の目標にして、市として動いてい

っていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

○近藤賢生活環境課長 ちょっと繰り返しになりま

すが、そこは関係機関と連携して所管行政庁の北海

道の方に求めていく必要があると考えております。

○永本浩子委員 ぜひ、うちとしても危機感を持っ

て対応をしていただきたいと思います。
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私の方からは以上です。

○小田部照委員長 他の委員いかがでしょうか。

○村椿敏章委員 私のほうからも何点か確認させて

ほしいのですが、まず、ボーリング調査をしたって

いうことなのですけれども、１回目のボーリング調

査、そして２回目のボーリング調査ですか、これは

どのような規模でやったのか、何か所で、面積的に

は何メーターの範囲で何か所やっていますよとか、

そういうところは押さえていますか。

○渡部貴聴水産漁港課長 ボーリング調査について

なのですけれども、初めにですね、６か所、その６

か所のうち２か所が表層のみ、残りの４か所がです

ね、８メートルまでボーリングをしてございます。

それでですね、一番ですね、油が漏れたところの

真下をボーリング、一番初めにしているのですけれ

ども、そこで８メートルまでボーリングをしまして

８メートルの層に岩盤層が確認されました。

さらにボーリングをしたところ、６メートルから

７メートル層で油の臭いが確認されたのですけれど

も、それ以降、７メートルから８メートルのところ

では油の臭いが確認されていないということで、今

回のボーリング調査につきましては、基本７メート

ルまでボーリングをするということで、今回油漏れ

したところの近隣のボイラー室の周りをボーリング

してございます。

その後、６月に入りまして本社からの指導で２か

所、追加でボーリングしたというふうに聞いており

まして、先方のですね、観光ホテルからの報告で

は、漏えい発生直下では確認されましたけれども、

そのほかの場所では確認をされていなかったので、

現状では、油は広がっていないというふうに報告を

受けてございます。

○村椿敏章委員 すみません、１回目で６か所、１

回目のボーリングで６か所やって、２回目が何か所

ですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 ２回目は２か所です。

○村椿敏章委員 それで、その範囲的には、何メー

ターの範囲とかっていうのはわかるのですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 範囲的にはですね、一番

離れているところで、ちょうど今回、油が流出漏れ

がありましたところのボイラー室から10メートル沢

側の箇所をやってございます。

10メートル沢側ということは、そちらにサケ・マ

スのふ化場がある方角になります。

そのほかは、その次に遠いところが６メートル、

ほかは建屋のですね、建物のすぐ近くでやっていま

す。

○村椿敏章委員 そのボーリング調査をした結果、

例えば、地下水がね、雨が降って地下水が流れ、雨

がしみ入ったときに、その油が流出してくるってい

う、そういう可能性はないということなのですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 地下水との関係について

は、今回の調査では説明はされておりませんが、私

どもの受けた内容としましては、不透水層、要は岩

盤があるのでそれ以上は入っていないというふうに

報告は受けています。

しかしながら、今お話がありましたように漁業関

係者からは、果たしてその不透水層、岩盤に亀裂が

ないのか、もう一つはですね、岩盤のところまで掘

った場合に、仮にそこが不透水層であれば、その直

上に地下水等があってしかるべき、もしくはそうい

うような傾向が見られるにも関わらず、そういうよ

うな報告は受けていないので、そのような懸念は受

けてございます。

○村椿敏章委員 今の漁業関係者からの懸念の部分

というのが、本当にそうなのではないかなと思うの

ですけれども、十分その辺はね、市のほうもしっか

り検証していってほしいですし、岩盤層があるから

といって岩盤の高さが、川側のほうにね、向かって

いるのであれば、岩盤を通して水が流れて川側のほ

うにいくわけでしょうから、そういうこともしっか

りとね、確認してもらいたいなと思います。

それと、今回の報告の中では、まだ土砂は一つも

取っていないという状況なのですか。

○近藤賢生活環境課長 このボーリング調査をした

際に、この汚染された汚泥と廃油が含まれているも

のを23トンほど産廃処分をしているというふうに伺

っております。

○村椿敏章委員 23トンほど取っているということ

ですね。

この報告というか、時系列の部分でいくと令和４

年６月７日の事業者側説明、それと、そのあとの７

月１日の振興局説明の中に事業者側は油汚染土壌を

除去しない方針を示していると。

観測井戸を設置し経過観察する方針というところ

でいくと、これだけだと取っていないというふうに

見えちゃうのですね。

報道の中では振興局側は取る、そして残ったもの

についてはモニタリング調査をする、モニタリング

で確認していきますよということだと思うのです。
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それで間違いはないですか。

○近藤賢生活環境課長 ボーリング調査をした際

に、建屋周りの除去ができる部分のところは、産廃

処分しているというふうに伺っております。

○村椿敏章委員 要は、先ほど言った23トンは取っ

ているというふうに認識しているということです

ね。

○近藤賢生活環境課長 その分は処分しているとい

うふうに認識をしています。

○村椿敏章委員 あと、その井戸の観測っていうと

ころなのですけれども、これは、常時サンプリング

を採ってね、くみ上げながら採って、そして油が検

出されたかどうかっていうのがわかるような、そう

いう施設なのですか。

○近藤賢生活環境課長 事業者のほうから振興局の

指導に基づいて報告書を出しているところですが、

そこをどのようにやっていくかという内容について

は、振興局のほうから、まだ私どもとしては聞き入

れておりませんので、そこは振興局のほうに今後確

認をしていきたいと考えています。

○村椿敏章委員 ２回目のね、報告がまだ出ていな

いというところなのだろうとは思うのですが、その

中でも、２回目も、もう提出はされているわけです

よね。

早急にその辺についても、確認していただきたい

なと思います。

あとは、先ほど言っていた全撤去っていうところ

をしっかり市のほうは求めていってもらいたいなと

いうところです。

私から以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○平賀貴幸委員 伺わせていただきます。

まず、報道で初めてこのことを正式には知ること

になったのですけれども、どうして報道で我々は知

ることになったのかよくわからないのですけれど

も、どうして報道でしか知ることにならなかったの

ですかね。

○近藤賢生活環境課長 油漏えい事故の場合です

が、基本的には市の生活環境課に連絡が入ることが

まず窓口になっておりますが、大体、普通の家庭で

すとかですね、あと、こういった貯油事業場でない

場合は市のほうで対応するのですが、基本的には油

が漏れた場合は、その当事者の方が即対応する、即

現状に戻していただけるっていう場合がほとんどで

すので、そういった場合は特に市から公表すること

はありません。

また、今回の場合は貯油事業場ということで水質

汚濁防止法の対象となる施設であったことから、指

導は振興局のほうから行うということでしたので、

そういった形で、市からこの件について公表をする

ということは考えていないところでした。

また、北海道のほうとしても基本的には油漏れの

事故があった場合は、ほとんどの事業者がすぐに対

応して原状に回復するということから、なかなか文

書指導まで至るケースというのも珍しいことである

というふうに、北海道としても今回は重い措置とし

ているという説明がありました。

市として、これを公表するということはしていな

かった内容でございます。

○平賀貴幸委員 案件が案件で、量が通常考えられ

ない量なので、やはり早い時期に議会にも報告をし

ていただきたかったなというのは正直なところで

す。

ちょっと、今までの流出とは違うと思います。

過去、呼人でもですね、油の流出というのはあっ

て、私も市にいろいろと情報提供しながらやってい

ただいたことがあると思うのですけれども、そのと

きにはどんな対応だったか、改めて説明できるもの

があれば説明できますか。

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。

午後１時39分休憩

午後１時40分再開

○小田部照委員長 それでは、再開いたします。

平賀委員の質問の答弁から。

○近藤賢生活環境課長 先ほどの油漏れの件でござ

いますが、基本的には油漏れがある場合には市とし

ましては、まず、油の漏えい箇所を確認した上でそ

の原因となる場所を探ると。

原因がわかった場合には、そこの方に土を入れ替

えてもらう、また清掃してもらうっていうことで対

応するのが通常の対応となっております。

○平賀貴幸委員 私も、どこだったかも覚えていな

いぐらいの記憶なのですけれども過去にあって、実

際に、湖に油が漏れないかどうか一定期間モニタリ

ングもしてもらったという記憶もあってですね、ま

たこういうことがあったのだなと思いながらも、規

模がやっぱり全然違うので、ちょっといろいろ考え

なきゃいけないなと思っているのですけれども、ち

ょっと事実関係をもう少しはっきりさせたいのです

けれども、まず、このホテルさんがタンクを満タン
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にしたのは一体いつなのですか。

○近藤賢生活環境課長 ３月23日の、一番最初に聞

き取りを行った際にはですね、実際としましては、

３月10日に破損を確認しているというふうに聞いて

おりまして、この３月23日の時点で２週間たってい

ると。

その際に、破損が確認されている、その後、匿名

の通報の内容では、燃料の供給量が多いのではない

かというようなお話だったので、10日には破損して

いたということを私どもとしては事実確認をしたと

ころです。

○平賀貴幸委員 通常、こういうときってもう少し

緻密に最初はやると思うのでちょっと不思議なので

すけれども、いつ満タンにして通常の場合の消費量

はこうだから、それが急激に増えているのはこの時

期からだから、この時期から漏れたのだろう、量は

このぐらいだろうってきちんと推定すると思うので

すけれども、今までの説明だと単純に8,000リット

ルなかったから8,000リットルですっていうふうに

しているのですけれども、そういうものじゃないの

だと思うのですけれども、その辺はどういうやり方

を、市じゃなくて道なのかもしれませんけれどもし

ているのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 最初にですね、この給油の

状況を聞き取りの時点で確認をさせていただいたの

ですが、ちょっと古い話なのですが２月７日の時点

で6,000リットルを給油していると。

そして、給油前の残量が5,000リットルだったの

で合計で１万1,000リットルが給油されていたと。

その後、改めて３月７日でメーターがゼロになっ

ていたことから、その後、計測をすると500リット

ルしか残っていないと。

それで、３月７日で漏えいしたと思われると。

ボイラーの使用日報では、３月１日の時点で

9,000リットル、３月２日から６日まで５日間で毎

日100リットルを使用した場合には500リットル、そ

れで地下タンクの残量が500リットルになっている

ということで、9,000リットルから1,000リットルを

差し引いた8,000リットルがなくなっているという

ことを危険物の管理者の方から聞き取っておりま

す。

○平賀貴幸委員 わかりました。

３月の頭の時期に恐らく発生していたのですね、

そうすると。

いずれかの時期に。

気がついたのが、先ほどの説明だと３月10日。

それまで気付かないで、そのまま通常に営業して

いたという理解でよかったですか。

○近藤賢生活環境課長 ホテルのほうは、この時点

で営業はしていない時期で、重油の漏えいを確認し

ながら、結果として、この連絡があったことで市が

調査に行ったのが３月23日になっているという状況

です。

○平賀貴幸委員 わかりましたが、実際に、北見市

さんに匿名の通報があってからわかったのですけれ

ども、報告を網走市に対してしなかった理由という

のは一体何だというふうな説明だったのですか。

○近藤賢生活環境課長 市に報告がなかった理由と

いうのは、そこは特にされてはいなかったのです

が、私どもとしては、通報のあった時点でしか把握

ができていないという状況で、事業者のほうから

は、特段、報告をしていないという状況です。

○平賀貴幸委員 様々な許認可の権限を持つ行政と

してですよ、なぜ報告がされないで、匿名の通報が

あって、調査に入るまでしなかったのかというのを

確認した上で、消防法上の措置命令をするかしない

かの判断をすることになると思うのですけれども、

確認もしていなければ消防法上の措置命令もできる

わけがないのですけれども、最初からする気がない

からですか。

それちょっと、あり得ないと思うのですけれど

も。

○近藤賢生活環境課長 ３月23日の時点で消防も一

緒に立ち会って入っていますので、そちらのほうは

消防のほうから……。

○平賀貴幸委員 いや、そういうことじゃなくて、

問題があれば措置命令を下さなきゃいけない案件に

も関わらず、なぜ、漏えいが発生したことがわかっ

て、匿名の通報があるまで、網走市に通報しなかっ

たのだということを確認をしていないという今答弁

なのですよ、いまだに。

この時点でですよ。

それを怠っている理由は何ですかということを聞

いているのですけれども、それを聞き取らない限り

措置命令を出すべき案件かどうかってどうやって判

断するのですか。

消防が立ち入ってから判断するのではなくて、ど

うしてそれが遅れたかっていうことを、やらなかっ

たのかということを、当然聞き取らなきゃいけない

ことをやっていないということですか。
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○近藤賢生活環境課長 消防と一緒に立ち入りをし

ていますので、消防法に基づく命令のほうは消防署

のほうから実施をしております。

○平賀貴幸委員 そうではなくて、繰り返すのです

けれども、どうして網走市に対して連絡することを

怠ったのかっていうことの確認は、では取れている

のですか、理由は。

そこ取っていないのですよ。

○近藤賢生活環境課長 油漏れの場合は、すぐに連

絡することが必要ですということは事業者に伝えて

おります。

消防法の手続のほうは、消防署のほうから、お願

いをしております。

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。

午後１時48分休憩

午後１時49分再開

○小田部照委員長 再開いたします。

平賀委員の質問の答弁より。

○近藤賢生活環境課長 最初に立ち入りをしたとき

に、事業者側にこの報告が遅くなった理由を尋ねた

ところ、特に明確な回答はなかったという状況で

す。

○平賀貴幸委員 回答はなかったあと、再び回答を

求めるということをしなければいけないはずですけ

れども、それはやっていないのですか。

○近藤賢生活環境課長 市としましては、そのとき

は消防のほうに指導してするものと、あと、次の日

に振興局と立ち入った際に、振興局としては水質汚

濁防止法のほうで事故報告書の提出を求めるという

ふうな指導をしましたので、市としては明確な回答

が得られなかったということで終わっていたところ

です。

○平賀貴幸委員 ちょっと考えられないですよね。

故意なのか過失なのか、少なくても確認しなけれ

ばいけないはずです。

報告をしなかったことが故意なのか過失なのか。

故意ということは、隠蔽しようとしていたのか。

あるいは過失であれば、うっかりして忘れていた

だけなのか。

そういうふうに法律の立てつけがなっていること

を知らなかったのか。

それを確認しないで、そのまま数か月もたつって

あり得ないと思うのですけれども、どうですか。

○近藤賢生活環境課長 当初、市も立ち入ったとこ

ろですが、北海道のほうが法に基づいて指導すると

いうことで、市のほうからは、そこから踏み込んだ

ことはしておりません。

○平賀貴幸委員 そこは踏み込むべきだというふう

に思いますので、今からでもやるべきだとやっぱり

思います。

ちょっと、後でもう一回そこはやりますけれど

も、水質汚濁防止法に基づけば、確かに北海道の権

限なのですよ。

ただ、河川法に基づいた場合は違うんじゃないで

すか。

そこはどうお考えですか。

近くに網走市の管理河川があるのですよね。

そういうふうに考えるとどうなのでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 こういった特定施設や貯油

事業場からの油漏れについては、水質汚濁防止法の

管轄になるというふうに考えております。

○平賀貴幸委員 それはそうなのですけれども、た

だ、実際に被害が出る可能性があるのは河川であり

湖なのですよね。

湖は国の管理ですから国のほうの管轄なのですけ

れども、実際に被害が出る可能性がある河川は網走

市の管理する河川ですよね。

普通河川ですよね。

そうすると、そういうふうに考えていますではな

くて、法律を駆使して対応を促すのであれば、網走

としては、河川法と消防法をどう活用するかという

ことを考えて動かなければいけないんじゃないです

か。

違いますか。

○近藤賢生活環境課長 我々としても、河川が非常

に近いということは把握しておりましたので、そこ

は川のほうに水がいかない、外に油が漏れないよう

にしてもらうということは第一のことと考えており

ますが、生活環境課としましては、関係機関に通報

して、それぞれの対応を原因者側に対して行ってい

ただくということで通報をしているところでござい

ます。

○平賀貴幸委員 今漏れないように、川のほうにい

かないようにするのが第一だというふうに答弁があ

ったので、あえてもう一度伺いますけれども、そう

すると今度は消防法です。

先ほど永本委員も、質疑の中にあったとおり措置

命令ができますよね。

それを市として活用して河川に油が漏れないよう

な措置命令をすることは、網走市の権限としてやれ
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るのじゃないですか。

水質汚濁防止法に基づいて、北海道ができる範囲

というのは環境省のおっしゃるとおりだと思いま

す、私も。

しかし、河川法と消防法に基づくと話が違ってく

るはずなのですけれども、その辺についてはどうお

考えですか。

○近藤賢生活環境課長 水質汚濁防止法では、河川

や湖沼などの公共用水域に排出される恐れがある場

合は、届出を出しなさいということになっておりま

すし、法律上で、まずは改善を求めていくことが必

要と考えておりますので、そこは関係機関と連携し

北海道のほうに求めていくことが必要と考えており

ます。

○平賀貴幸委員 しかしながら、何ら有効な手だて

を打てていないで、こんなにたっているわけです

よ。

そうすると、次の一手は河川法と消防法を駆使し

て、応急措置命令を網走市長が出すことなのです

よ。できる権限は。

都道府県の権限じゃなくて市町村の権限でやれる

部分があるのですよ。

たまたま河川がすぐそばにあるので。

そこをしっかりと駆使して取組を求めることが、

網走市として主体的に取り組むこととしてやるべき

ことじゃないですか。

水質汚濁防止法のことを聞いているんじゃないの

です。

それでできないのはよくわかりましたので。

その他の法律を駆使して、そういう対応ができな

いのかってことを伺っているのですけれども。

ここはきっと、環境ではなく多分、水産のほうな

のでしょう。

どっちでもいいのですけれども、やってさえくれ

れば。

○近藤賢生活環境課長 漏れ出る恐れがあるという

状況でございます。

それで、河川のほうは、河川管理条例のほうがあ

りますので、その中での対応というのも考えること

は必要と思いますが、現状としては漏れ出る恐れが

あるという状態なので、そこは、まずはですね、汚

染されている土壌を入れ替えてもらうということ

が、そこは求めていく必要があると思いますので、

関係法令ちょっと調べ直して可能な限り、市として

できることは進めていく必要があると考えておりま

す。

○平賀貴幸委員 公害防止事業費事業者負担法を御

存じでしょうか。

公害防止事業費事業者負担法という法律がありま

す。

公害防止を目的に網走市や北海道が公共事業を行

った場合、その費用を全額、事業者に負担させるこ

とができるという法律があります。

過去にも、東京都だとか島根県とかで実際にその

ことを実行して、裁判も含めて、負担しない事業者

に負担をしてもらったという判例だってあるのです

よ。

法律というのは、あらゆる法律を駆使して課題を

解決するためにあるんじゃないですか。

それを、所管が北海道だから北海道の水質汚濁防

止法の判断に任せますなんて言っているからこんな

に時間がたっているんじゃないですか。

違いますか。

北海道の権限に基づいてできないのだったら、網

走市としての権限でできることは何なのかというこ

とをしっかりと検討しながら、課題の解決に向かっ

ていくのが行政なんじゃないですか、自治体じゃな

いですか。

どうでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 そこは、関係機関と連携し

た上で対処できる方法は探っていきたいと考えてお

ります。

○平賀貴幸委員 北海道の対応もどうなのかなとい

うふうに正直思います。

網走市だけが別に悪いっていうことを言っている

わけじゃないのですよね。

そういうふうに聞こえたら申し訳ないのですけれ

ども、水質汚濁防止法上、これしかできないという

ことだけで終わっているからこんなことになってい

るのですよね。

でも、今申し上げたように河川法や消防法を活用

しながら、さっき言った公害防止事業費事業者負担

法なども活用すれば、北海道で多分、この法律を駆

使して何かやったことがないからわからないのだと

思いますけれども、そういうのを駆使すればこの問

題は解決できるはずなのですよね。

改めてですね、関係者を集めてそういった会議を

開きながら、解決に向けた取組をする必要が、網走

市の河川ですし網走市の湖です。

事故を起こした事業者さんも網走市の事業者さん
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ですから、やっぱり自治体としてですね、大変かも

しれませんけれども、そこをやるべきなのだと思う

のですけれども、どうでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今御質問にありましたよ

うに、法的なですね、対応についての検討なのです

けれども、本件につきましては漁業協同組合のほう

から、漁協の上部組織であります北海道漁連のほう

にも相談をしております。

北海道漁連には、漁場環境対策本部という、それ

を専門に扱っている部署がございまして、そちらの

ほうで検討をしておりますし、同時に、漁連の顧問

弁護士のほうとも協議を実施しております。

その中でも、先ほどお話のありました、まず水質

汚濁防止法については、現状でですね、やはりこれ

非常に難しいところなのですけれども、現状で公共

水域には水が流れていないと。

じゃあ、水が公共水域に流れ出す可能性を今の段

階で証明できるかとか、そういう話になってくると

非常に難しいと、多大なですね、調査費それから時

間を要するというような回答を頂いてございます。

消防法については、今お話のありましたように、

市町村長の権限でという話があったのですけれど

も、こちらにつきましては別途、水産漁港課のほう

で消防署ともお話をしたのですけれども、消防法は

あくまでも火災の危険性を排除するものであるとい

うことで、今回の事象については、油が土中に浸透

している状況から火災の危険性がないので、現段階

ではこれ以上の指導はできないというふうに回答を

頂いてございますが、あくまでも網走消防署とです

ね、原課の対応でございますので、消防法の関係に

ついては引き続き、漁協、関係機関とともにです

ね、もう少し深く検討したいというふうに今考えて

ございます。

○平賀貴幸委員 何とかして解決していかなきゃい

けないのだと思うのですよね。

全く漏れてこないだろうという心配がないなんて

ことは全然思わないし、いつ漏れてしまってもおか

しくないと思うので、どういう法理に基づいて、事

業っていうか、土砂の除去をやるのか、やってもら

うかという話しかもうないのだと私は思います。

そのためにも、いろいろな機関の力を使わなきゃ

いけないし、借りなきゃいけないというのは、おっ

しゃるとおりだと思うのですよね。

今、漁協さんのほうの動きも御説明いただきまし

たけれども、北海道には北海道立総合研究機構のエ

ネルギー・環境・地質研究所がありますね。

ここが恐らく、いろいろ機構の再編があって、こ

こが多分所管だと思いますけれども、こういった油

流出事故については所見を持っているのだと思いま

すけれども、ここは何らかの形で今、関わりながら

やっていたりするのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 現段階では、この本件に

ついては、エネルギー・環境・地質研究所とは、特

に協議等は実施はしてございません。

○平賀貴幸委員 様々な事例をお持ちのはずなの

で、こことの協議だとか、ここの知見を活用すると

いうことも、やっぱり必要だと思うのですよね。

ここは、直接網走市からアクセスするのももちろ

ん必要ですけれども、やっぱり北海道の外郭団体と

いうのかな、機関ですから、北海道からもそういっ

たアプローチをしてもらうことが必要だと思うので

すけれども、そういった働きかけも今後考えていく

予定はあるのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 当然ですね、現段階で、

やはり最近の漁業協同組合等との議論の中では、地

質等のですね、有識者からの意見を求めてはという

ようなお話を伺っております。

今お話いただきましたように、エネルギー・環

境・地質研究所につきましては、地層等のですね、

研究者は網走には入っていないのですけれども、幸

い現在ですね、網走湖の水質の関係で調査に入って

おられる方がいらっしゃいますので、そのようなで

すね、つてを使いながら情報を収集してまいりたい

というふうに考えております。

○平賀貴幸委員 そうですね、ぜひそういったとこ

ろの知見も必要だと思います。

ほかにも、公益財団法人海と渚環境美化・油濁対

策機構なんていうのも国レベルであるはずですね。

必要によっては、そういうところの知見も活用す

るということも必要なのだと思います。

そのぐらい、何かあってから対処するのではやっ

ぱり遅い案件だと私は思います。

かなりデリケートな水産資源が多い状況で、かつ

環境に課題があって漁業に影響が出ているようなと

ころなわけですよね。

そこに油が流出するような事態になってからでは

やっぱり遅いので、ここは地元の自治体が主体的

に、北海道をもっと動かしてやっていくっていうこ

とが必要だと思うのですよね。

北海道の動きを待っているのでは、何かあったと
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きに、結局手後れになってしまったということに、

このままじゃなりかねないなっていうのが一番心配

な点です。

やはり積極的に、そこはいろんな法律を駆使でき

ないかということを、考えながらですね、やってい

ただくことが必要であるとやっぱり思うのです。

先ほど申し上げた本当にややこしい名前ですけれ

ども、公害防止事業費事業者負担法は水質汚濁につ

いてもちゃんと規定があって、環境保全上の支障の

うち、……水質汚濁が悪化することを含むって書い

てあって、悪化を防止するための工事なのですよ

ね。

この法律がまずあるということを前提に考えてい

くっていうのは、私は大事だと思っていて、手段と

してこの法律があるのですよ。

昭和45年ですから、これつくられたの。

ちゃんとあるのですよね。

その法律を使うことを前提として考えながらやっ

ていけば事業者さんもおのずと、結局は自分たちで

負担が必要なのだから、何らかの対応をしなきゃい

けないということに落としどころを私は持っていけ

るんじゃないかなと思うのですよね。

そういう最終手段をしっかり行政側が認識しない

で交渉しても、時間だけがかかるのは、これ交渉上

やむを得ないのだろうなという想像もつくので、し

っかりその辺も考えながらやっていただきたいなと

いうふうに思います。

取りあえず以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○栗田政男委員 いろいろ議論を聞いていて、見え

てきたものと、見えなくなってきたものが出てきて

いるのですけれども、まず認識としてね、汚染土は

全撤去が原則だと。

漏れる危険性は、行政としても認識しているとい

うことは、その方向性ね、全撤去が原則ですよと。

それと、全く漏れないということは保証もできま

せんし、むしろ漏れる可能性は往々にあるというよ

うな認識で網走市としては見ているのか、確認。

○近藤賢生活環境課長 今回、事業者のほうから

8,000リットル流出したという報告があったことか

ら、市としては、事業所の敷地内には油が浸透して

いるというふうには認識しておりまして、それがあ

ふれる恐れもないということは全く言えないので、

そういった危機感は持っているところです。

○栗田政男委員 確認なのですが、これも。

地下タンクですよね、当然。消防法で地上にはそ

れだけの大量のものは、僕も危険物を持っているの

で認識はしていますが、地下タンクにあるものがそ

れだけ漏れたのですから、ポンプが空回りしながら

どんどん排出したっていうことでいいですか。

○近藤賢生活環境課長 燃料供給施設の破損という

ことで、外に出ている油の配管、そこが破損したこ

とで8,000リットルが漏れていたという状況です。

○栗田政男委員 地下にあるものが自然には上に上

がってこないのです。

だからポンプでくみ上げているわけですから、途

中で、ポンプ前で破損しているのであれば、くみあ

がってこないから問題は起きなかったのだけれど

も、ポンプあとで破損して、落雪という話だったの

で、それがどんどんどんどん空回りというか流出し

続けて、その結果、8,000という数ではないかとい

う認識ですね。

○近藤賢生活環境課長 委員おっしゃるとおりで

す。

○栗田政男委員 それでね、この報告書の中でちら

っと気になったのは、もし全撤去するのであれば、

いろんな施設を移動しなくちゃいけないので、数億

円の費用がかかるみたいな書き方をされています

が、これって一体どんな意味があって書かれている

のかな。

○近藤賢生活環境課長 この部分は、事業者からの

説明があった内容です。

○栗田政男委員 事業者がそういう言い方をすると

いうことは、それだけの費用がかかるのだから到底

やる気はないよというふうに捉えなくちゃいけない

のですけれども、こちらとしては。

全く失礼千万な話であって、あり得ない報告じゃ

ないでしょうかね。

あまりにも私たちを馬鹿にしているような、こう

いうことを受けて、何にも言わないで受けている事

態なのだけれども、おかしくないでしょうかね。

○近藤賢生活環境課長 市としましては、こういっ

たような説明で、遅々として進まないということか

ら様々な意見交換等を開いているのですが、油汚染

土壌は全て除去してほしいということは、必要であ

るというふうに考えています。

○栗田政男委員 先ほどのいろんな答弁の中でも、

今まで家庭とか、我々の市で管理しているコミセン

なんかでも、タンクに亀裂が入って漏れたときはお

金をかけて直していますよね。
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そして、全部土を入れ替えていますよね。

当然、民間の方も北海道ですから、400、500って

いう灯油が漏れた場合については、みんなそういう

対応をしているのですよね。

これ量がどうであっても、この業者は責任を持っ

て、そういう処置をしなくちゃいけない責務が、こ

こは社会通念上はね、法的どうのこうのという話で

はないのですよ。

汚したものは自分で、多分認識的にはね、自分の

土地に何しても構わないのかなっていうような認識

があるのかなっていうような雰囲気もなきにしもあ

らずなのだけれども、まずはね、そこはまず押さえ

ます。

押さえた上でお話をすると、じゃあ市としての相

手側のオーナーさんとの窓口というのは、誰が担っ

て、どういう頻度で、どういうお話をしているので

しょう。

○近藤賢生活環境課長 現在は、北海道のほうが、

法に基づいた指導をしているので、北海道が窓口と

なって対応しているところです。

その中で、７月の１日にも、振興局のほうが主体

となった説明を受けているということもございま

す。

○栗田政男委員 多分そういうことではないかな。

だから、こういう問題が起きてしまって、皆さん

も答弁しにくい部分がたくさんあると思うのです。

もちろん、今、振興局、道といっても、振興局が

直接は担当しているのでしょうけれども、怠慢極ま

りないよね。

どうしょうもないよ、これ。

何をやっているのだ君たちはと、厳しく指導をし

ていかないと駄目。

これは、我々も政治家の一人ですから、あらゆる

手段を使ってきっちり指導していきます。

こんなことで、まさしく網走の、第一次産業、基

幹産業ですよね。

そこにポーンとね、被害が及ぶ、その被害がもし

発生したときにね、いろんな委員から出てましたけ

れども、とんでもない費用がかかるのだよ。

だったら今やるべきことは、やったことに対して

は真摯に、きっちり。

汚染土を除去することは技術的に可能ですから、

可能だったらすぐやるべきですし、やるべき方向で

指導しなくちゃいけない。

その交渉窓口というのは、やっぱりね、自治体の

私たちの中、市役所の中において、対策課、対策室

のようなものを臨時でもつくって、きっちり相手方

に交渉していかないとね、この問題は時間がかかっ

て、法を全部盾に取っていくと、とんでもない時間

がかかって、その間に流出になったらどうするの。

僕はそういうふうに思っております。

向こうが撤去しないのなら、じゃあ市が変わって

撤去するけれども、費用は請求しますよという交渉

も、当然、人の土地ですから、勝手に掘り起こして

捨てるわけにはいかない。

行政代執行になるのかもしれないし、それも法的

には非常に難しいものがありますよ。

ありますけれども、緊急性、いろんなことを考え

たら、やるべきことはやはり行政がしっかりとやっ

てあげないと、最終的には大変なことになるかもし

れない。

誰の責任だとか、もちろん、市長が窓口でも構い

ません。

相手方に行って、よく話をして、やってほしいと

お願いすることも必要なのではないでしょうか。

僕はやっぱりそうあるべきだと思いますよ。

この問題に関しては、どこの責任だとか、何の法

律がどうのこうのって、それはそれで、後からよく

考えればいい話。

今、汚れたものは撤去して、とにかく安全な場所

に移動するなり、廃棄するなり、まして可燃物です

よね。

Ａ重油かＢ重油か知らないけれども。

その上で、今、火を燃やして、一生懸命営業して

いるわけですよね。

これ自体も、非常に素人が考えても危険な行為で

すし、その状況が詳しくわかりません。

ボイラー室を全部撤去して、その下を掘り起こし

てやるのは、営業を中止しなくちゃいけないかもし

れない。

でも、それしようがないじゃないですか。

事業者の責任じゃないですか。

みんなそういうリスクを覚悟の上で、企業ってい

うのは仕事をしているんじゃないでしょうかね。

その辺についての認識はどうでしょうか。

○近藤賢生活環境課長 全ての油漏れ事故に関しま

しては、通常は原因者がすぐ負担して、現状回復し

ているところですが、この件に関しましては、非常

に対応が遅くなっていることから、引き続き原状回

復については、関係機関と連携しながら要請をして



- 14 -

いくことを進めてまいります。

○栗田政男委員 課長にあまり厳しく言うのも、課

長に言ってもしようがないことなのだけれども、ま

ず市役所の中に、特別対策室、臨時でいいからつく

って向こうとの交渉をしてくださいよと、僕はお願

いしているのですよ。

そうして話を詰めていくと、またいろんな解決策

も見えてくるという部分があるじゃないですか。

その交渉窓口はやはり、僕は市であるべきではな

いかと、それが一番スピーディーに行われるのでは

ないかなというふうに思うので、それに対して副市

長が答えてもらえれば。

○後藤利博副市長 すみません、これまで各委員よ

りいろいろ御指摘も御意見もありました。

今まで私どものほうも御説明させていただいて、

また振興局も一定の文書をもって対応しているとこ

ろでございます。

特に、議論の焦点となるのは、法律的にどこまで

強制的にといいますか、命令を出せるかという部分

と、それが果たしてできない場合、じゃあどういう

形で相手にこの必要性を訴えてわかっていただける

か、大きくはそのポイントになると思います。

そのときに、自治体、それから関係の水産関係の

方々、そこはどこかに任せるのではなく、関係する

方、皆さんの中でですね、強い要望なりを持って事

業者に向かっていくとか、北海道と一緒になりまし

て、要望を持っていくとかというような措置も必要

かと思います。

ただ、それが網走市の中に果たして対策室を設け

るのが望ましいのかどうかっていうことも、ちょっ

とありますけれども、今までの御意見、御指摘を踏

まえて、まず庁内においても、これまでもやってお

りますけれども、まず関係する部課、それから消

防、振興局もまず一緒になりましてですね、整理を

していきたいというふうに考えてございます。

○栗田政男委員 そんなに難しいことを言っている

わけでもないし、相手も人です。

やっぱり、永本委員から言われたように、本当に

こっちの漁業関係の現状って知っているのでしょう

かと。

まさしくそこだと思います。

あそこにふ化場がないのであればね、また違った

ことにもなるでしょうけれども、まさしくあの近距

離に、本当に雪を投げたら上に、そこに落ちるよう

な場所に大切なサケ・マスふ化場が、そして水が命

ですよね。

ある場所の認識、当市においてそういう水の尊さ

っていうものを、本当に向こうのオーナーさんが認

識してくれているのか。

商売をして頂いているわけですから、当然、当市

に固定資産税もいただいていますし、いろんな雇用

もしていただいていますし、つながりはあるわけで

すよ。

だからそういう方々と、もう当然、どういう会社

かは知りませんけれども、お話をしていい方向に持

っていくつなぎをするっていうのは行政が、難しい

わけでも何でもないのですよね。

アポを取って行くことは可能でしょうし、例えば

副市長が行ってね、お話を聞いてどんな状況なのだ

って、そこでこっちの事情も説明することも十分可

能なんじゃないでしょうか。

そういうことってやっぱり、市役所ってやっちゃ

いけないのでしょうかね。

○後藤利博副市長 決して、私どもが調整役といい

ますかですね、そういう形で出向かないとか、そん

なことは全く考えておりません。

やはり、私たちの立場としましても、網走市の一

次産業、基幹産業、問題がないような形でしっかり

対応していきたいということは、今回に限らずです

ね、いつもそれは思っておりますし、そういう必要

があれば、当然そういう行動は市としても行う必要

があるというふうに考えてございます。

○栗田政男委員 法的なことはいろいろあると思い

ます。

いろんなことで、悪いのは、日本の法律っていう

のは、なってしまわないと何も手を出せないみたい

なところがあるので、予防のためにどうのこうのっ

て、やっぱりそれはなかなか難しいのかもしれない

です。日本の法律ではね。

でも、法律云々を盾にするよりも、人道的、倫理

的、人間的、全てにおいて自分でやったことは自分

で責任を持つのですよ。

当たり前の話なのです。

それが、多くの人間に危害を加えたり、そういう

可能性があるのであれば、最善を尽くして、それを

予防するというのは、企業人の使命です。

当たり前のことです。

お金がかかる、かからないは全然関係ない。

当たり前で、それも考えた上で商売をやってもら

わないと困るわけですよ。
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そういうふうに考えると、ちょっとここの企業さ

んの対応っていうのは、あまりにも自分勝手かなっ

ていうふうに言わざるを得ません。

だから、それも含めてやっぱり話し合いでしっか

りとね、もっていければ、それにこしたことはない

し、こっちの事情も説明しながら、その上で、また

次の手、何の手って打っていくのが本来ではないか

なと思います。

私だったら、そうします。

ですから、本当に前向きに考えて、誰かが窓口と

なって、しっかり責任を取れる方がね、行ってお話

をしていただければなというふうに切に望みます。

いろいろあるでしょうけれども、本当に大事な問

題ですから、全撤去が原則というのが、どうも皆さ

んの一致した意見です。

だから、全撤去をどういう方向性でするのかって

いうのは、本当にみんなで知恵を絞っていかないと

駄目なので、事業者がやるのか、はたまた違う人た

ちがやるのか、この２択になってくるのでしょう

ね。それも踏まえて。

その辺の可能性というのは、例えば、市のほうで

立て替えてやってもいいような感覚があるのかな。

○後藤利博副市長 先ほど申し上げましたけれど

も、一番はですね、法的にきっちりやっていただけ

るものがあれば、それが一番ベストな形だというふ

うに思います。

それが、例えばかなわないとすれば、どういう形

で、私どもの申し入れに対応していただけるかとい

うことを考えなきゃならないだろうというふうに思

っています。

これまでの議論の中で、事業者の方はボーリング

調査を進め、何か所かやって、今後もモニタリング

調査をやっていくという中で、一番の心配は、漏れ

るおそれがあるのかないのか、その判断を誰がつけ

られるのかということかなというふうに思っており

ます。

ボーリングのデータを例えば見せられたときに、

私どももそれを見て、これは漏れないのですね、こ

れはやはり漏れる可能性があるのですね、それは私

どももなかなか判断ができない部分であるというふ

うに思っております。

そういうことを考えますと、まず事業者の方がボ

ーリングをして、なぜこういう措置でいいかという

ふうな考えに至ったのか、そこは専門的な知識を持

ってちゃんと判断したものなのか、そういうところ

からの聞き取りも必要かなというふうに考えており

ます。

そういうことの積み重ねと併せて、先ほども申し

ましたけれども、網走市の基幹産業を守るという形

の中では、しっかりと対応していただきたいのと、

両方やりながら進めていく必要があるかなというふ

うに考えてございます。

○栗田政男委員 副市長のおっしゃっていることは

よくわかります。

ただ、順番がちょっと違うなと思うのは、法律は

後なのですよ。

先に話し合いをして、なるべくスムーズな形、ス

マートな形でいければ、それにこしたことはないの

です。

その上で、あまりにも決裂するのであれば、法的

なものが必要だと。

最初はやっぱり話し合いなのですよ。やっぱり、

何としてもみんな心配しているから撤去してほしい

よと。

何とか、できる限りの協力はしますからやりませ

んかというような方向性っていうのは、まずはやる

べきではないかと。

そういうことです。

道のほうは、先ほど申し上げましたように、あま

りにもちょっと対応が遅いのか、やる気がないの

か、それは我々のほうでもしっかりと指導していく

つもりです。

そんなことも考えながら、やっぱりみんな心配し

ているのでね、みんなで知恵を出しながら、なおか

つスピード感を持ってやりましょうよ、こういう問

題は。

これがね、雪降るぐらいまで引っ張ったってしよ

うがないのだから。

また工事しにくくなるので、早いうちに解決でき

るようにまた報告を求めます。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

よろしいですか。

○山田庫司郎委員 大体委員の皆さんから出尽くし

ているかなと、僕自身ちょっと思うのですが、副市

長から答弁があったように、市は市の立場で最大限

できること、道は道で最大限できることも含めて対

応をしていかなければならない。

３月23日から約４か月たっているわけですね。

それで、本当にいつ漏れるかわからない心配が一

つあると。
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議論もされていますけれども、もし万が一、あっ

てはいけませんが漏れたら、本当に何百億円という

損害賠償が出るのかっていうことも、業者も本当は

わかっているのだと僕は思いたいのですけれども、

そうなれば今できることで、お金をかけることは、

やっぱりかけなければならないというふうに事業者

も腹をくくれるのか、一つの問題もあると思いま

す。

それで、原則は汚れた土を置き換えるのが原則だ

と思いますが、先ほど副市長も言っていましたよう

に、ボーリング調査によってですね、土質の専門家

がどういうふうにこれから判断をするか。

下が岩盤だから下にはいかない、これ亀裂があれ

ば別ですけれども、横の土層というのは、どういう

ふうになっているのかも含めてきっとわかると思い

ます。

そうなると、置き換えが難しいならですよ、単純

に私たちで思うのは、閉じ込めてしまうという方法

もあると思います。

あとは、単純に言うと、中和剤を注入して油とい

うものがなくなるような状況も作れるのかどうか、

いろんな、僕ら素人でもちょっと浮かぶことです

が、またプロになれば、いろんな対策があると思い

ますから、ぜひ、明日にでも漏れるかもしれない。

極端なことを言うとね。

ですから、１日も早く対応していかなければ、大

変なことになるということは、もう皆さん共通の認

識だと思いますので、ぜひ、市のほうが中心になり

ながら、道がやらなきゃならないことは、確かにあ

るかもしれませんが、ぜひ、副市長から答弁いただ

いたようにですね、これからしっかり取り組んでい

ただくことを、お願いしたいというふうに思うので

すが最後、誰でも結構です。

御答弁いただければと思います。

○後藤利博副市長 今、山田委員からも御指摘があ

りました。

想像なのですけれども、最初に23トンの土を入れ

替えたというのは、技術的にも早急に対応できるよ

うな場所であったかなというふうに思います。

恐らく、今、地下に浸透しているだろうというの

は、支障になる物件がきっと上にある。ですから、

先ほど栗田委員もおっしゃっていましたとおり、上

物の撤去なり、そういうものもしないとどけられな

いようなもの、そういう場所なのか、そのようなこ

とは考えられます。

一方、山田委員からお話ありましたように、専門

家の御意見などを聞くと、別な方法でそれを閉じ込

めることができるのか、単純に閉じ込めると、今

度、消防法上、火災へのとか、引火とかいう問題は

ないのか、様々な観点から考えていく必要があると

思いますけれども、先ほど申しましたけれども、市

としましては、やはり市の基幹産業に絶対悪影響が

ないような形で、取り組む必要があるというふうに

考えてございます。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、この油流出事故についてですが、各委

員からありましたとおり、水産資源に非常に影響が

懸念されているところであります。

何としても流出することのないように解決してい

かなければならない、重大な案件でありますので、

適時、関係機関、どのような対応をなされていくの

か状況を見ながらですね、またこの所管事務調査で

協議の場を設けたいと思いますが、そういった方向

で皆さん進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。

その他、委員の皆様から何か御意見ございますで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それではこれをもちまして、総務経済委員会を終

了いたします。

お疲れさまでした。

午後２時29分閉会


